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グループ通算制度における資産調整勘定対応金額等の加算措置の見直し

1．改正のポイント

（1）趣旨・背景

（2）内容

大企業

向け

中小企業

向け

• 投資簿価修正において、資産調整勘定対応金額等があるときは、その金額を簿価純資産価額へ加算す

ることができることとされている。

• この点、通算グループ加入前に離脱法人株式の譲渡が行われていた場合には、資産調整勘定対応金額

等として加算できる金額につき、譲渡した株式に対応する金額を控除する調整（=加算措置の適用なし）

がなされる。

• そのため、完全子法人化（通算グループ加入）の際、全部取得条項付種類株式に係る取得決議により、離

脱法人株式の譲渡及び取得が行われた場合については、通算グループ加入前の譲渡として、調整の対象

として取扱われることとなる。

• しかしながら、上記の取得決議による株式の譲渡及び取得は実質的には株式の内容の変更であると考

えられることから、調整の対象となる「譲渡」の範囲について縮小する見直しが行われる。

• 通算グループ加入前に離脱法人株式の譲渡をした場合の、資産調整勘定対応金額等の調整の対象とな

る譲渡から、全部取得条項付種類株式に係る取得決議による完全子法人化の際の離脱法人の株式の譲

渡が除外される（「譲渡」の範囲の縮小） 。

• なお、上記の取得決議により交付を受けた離脱法人の株式の価額が、その譲渡をした株式の価額とおお

むね同額となっていないと認められる場合には除外されない（改正前と同様に調整の対象となる譲渡に

該当）。
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３．影響・対応策

４．実務のポイント

大企業

向け

中小企業

向け

• 改正前に実施された取得決議による株式の譲渡についても、改正の適用対象となるか確認をする必要

がある。

• 「完全子法人化の際の」との点、SO実施者（買手）が、SOにより対象会社が発行する株式の100%を保

有することとなる場合だけが対象となるのか（条文の確認）

• 離脱に係る投資簿価修正に関する改正のため、典型的には通算法人（スクイーズアウト（SO）実施者であ

るM&Aにおける買手）が離脱法人（対象会社）株式を売却する際に、本改正による影響がある（この場合、

改正前と比べて、譲渡益が減少又は譲渡損が増加）。

※買収時や完全子会社化の際における課税関係の改正ではない。

• 株式交換や100%子会社化における株式併合・株式売渡請求との比較において、全部取得条項付種類株

式を採用した場合の投資簿価修正に係るデメリットがなくなる。

• 譲渡から除外される範囲について、「～完全子法人化の際の離脱法人の株式の譲渡」とされていることか

らすると、完全子法人化以外での局面における全部取得条項付種類株式を用いた譲渡については、改正

の影響はないと考えられる。

• 大綱上、明確な記載はない。

グループ通算制度における資産調整勘定対応金額等の加算措置の見直し

2．適用時期


